
令和３年度事業報告
◎令和3年度定時総会の書面決議
　令和３年６月４日に開催予定の定時総会は、新型コロ
ナウイルス感染症防止対策等のため書面決議により議決
権者全員からの同意を得て議決承認されました。
議決事項
　・令和２年度の事業報告・令和２年度収支決算報告
　・令和３年度事業計画・令和３年度収支予算
　・理事及び監事の選任について
◎令和３年度理事会の開催（３回）
　令和３年５月25日（書面決議）、６月28日（書面決
議）、令和４年３月15日理事会を開催
　第１回理事会では前年度事業報告と収支決算、未消化
予算の財源充当について、役員改選等
　第２回理事会では代表理事の選任等
　第３回理事会では、令和4年度事業計画、収支予算案等
及び7件の報告案件について審議されました。

◎令和3年度交通安全運動への参加
県下全域において
　・春の全国交通安全運動（４/６～４/15）
　・夏の交通安全週間（７/14～７/20）
　・秋の全国交通安全運動（９/21～９/30）
　・年末の交通安全県民運動（12/15～12/24）
　が実施されました。
　当協議会、地区協議会、加入事業所も参加し交通事故
防止を呼びかけ
ました。

◎令和３年度優良安全運転管理者等の表彰　
　当協議会関係の受賞者は以下のとおりです。
〇全日本交通安全協会長表彰　　　　　　　　　　　　
　★　緑十字銅章「優良安全運転者」（５名）
　　・（有）新西海自動車学校　植田　義文　様

他４名様が受賞
〇九州交通安全協会長賞と九州管区警察局長賞との　　
　連名表彰
　★　優良安全運転管理者（１名）　様
　★　優良安全運転者（１名）
　　・ダイハツ長崎販売㈱　松本　光正　様
　★　優良事業所（３事業所）
　　・東七㈱　長崎支店（長崎）　様
　　・ウオクニ㈱長崎支店（長崎）　様　
　　・吉川建設㈱（諫早）　様
〇（一社）長崎県安全運転管理協議会理事長と県警本部
　長の連名表彰
　★　優良安全運転管理者（３名）　様　　
　★　優良安全運転者（１名）
　　・長崎味岡生コンクリート㈱（南島原）

松尾　一寿　様
　★　優良事業所
　　・西日本高速道路エンジニアリング九州㈱　

長崎支店　様

◎長崎交通公園の指定管理者としての事業を開始
　当協議会では長崎県より、令和３年４月１日から３年
間、長崎交通公園指定管理者として指定を受け、当公園
の適切な管理、運営に努めて参りました。
　令和３年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため
一時休園しましたが、年間45,590人の入園者があり、子
どもの交通安全指導
や県民の憩いの場と
して幅広く利用され
ました。

（長崎交通公園の全景）



◎交通安全対策に対する啓豪、啓発
・機関紙「安管協だより」を２回発行
　あおり運転の厳罰化に伴い、道路交通法一部改正等
を掲載して、対象となる違反を取り上げるなどして注
意喚起を呼びかけました。

・各種交通安全資器材の配付
　年４回の安全運動時のポスター及び安全運転管理に必
要な資器材、飲酒検査義務化に向けたポスターを独自に
作成して配付し交通安全の徹底を呼びかけました。

◎交通安全教育用DVD貸出状況
　令和３年度中　貸出し事業所及び貸出本数
　　　　　　　　52事業所　76本
※各事業所での安全教育に積極的な活用をお願いします。

◎安全運転管理者講習
～令和4年もオンラインで実施～

　安全運転管理者講習が令和４年度も８月からオンライ
ンで実施される予定です。
　事業所での安全運転管理のため必ず受講されますよう
お願いします。

（昨年度のオンライン講習受講状況）　

◎「アルコールチェック義務化が開始」
　会員事業所にはお知らせしておりますとおり、令和４
年４月から飲酒の有無検査が義務化されます。
　当協議会ではアルコールチェック記録簿を送付します
ので各事業所でご活用くださぃ。

◎自動車の積載制限が変更になります。
　令和４年５月13日から道路交通法施行令の一部を改正
する政令により積載物の長さや幅等についての制限が変
わりました。
　～幅も長さも車両の1.2倍まで積載可能になります～

☆令和２年
度事業報告

◎令和2年
度定時総会

の書面決議

　令和2年6月2日に開催予定の定時総会は、新型コロナ

ウイルス感染防止対策等のため書面決議により議決権者

全員からの同意を得て議決承認されました。

議決事項

・令和元年度の事業報告・令和元年度収支決算報告

・令和2年度事業計画・令和2年度収支予算

・長崎交通公園の指定管理者公募への参加

◎令和2年
度理事会の

開催（3回
）

　令和2年6月2日（書面決議）、11月25日、令和3年3

月20日（書面決議）　3回の理事会を開催

　第1回理事会では前年度事業報告と収支決算、本年度

の事業計画と予算案、長崎交通公園指定管理事業等

　第2回理事会では管理者講習事業への入札参加への是

非等
　第3回理事会では、令和3年度事業計画、収支予算案等

が審議されました。

◎あおり運
転撲滅宣言

の実施（7
/14）

　

・あおり運転の厳罰化を盛り込んだ改正道路交通法の施

行（6/30～）を受け、当協議会では県警本部に於いて撲

滅宣言を行いました。（宣言を行う村瀬理事長）

◎令和2年
度交通安全

運動への参
加

　県下全域において

　・春の全国交通安全運動（4/6～4/15）

　・夏の交通安全県民運動（7/10～7/19）

　・秋の全国交通安全運動（9/21～9/30）

　・年末の交通安全県民運動（12/15～12/24）

　が実施されました。

　当協議会、地区協議会、加入事業所も参加し交通事故

防止を呼びかけました。

◎令和2年
度優良安全

運転管理者
等の表彰

当協議会関係の受賞者は以下のとおりです。

〇全日本交
通安全協会

長表彰

　★　緑十字銅章「優良安全運転管理者」（2名）　

　　・私立保育園マミー（佐世保）　    衣川　順子　様

　　・村上建設㈱（早岐）　 　　　　   村上　鈴子　様

　★　緑十字銅章「優良安全運転者」（1名）

　　・ダイハツ長崎販売㈱（長崎）　    松本　光正　様

〇九州交通
安全協会長

賞

　★　優良安全運転管理者（2名）様

　★　優良運転者　

　　（有）新西海自動車学校（西海）　志田　孝司　様

　★　優良事業所（２事業所）

　　・日本紙器㈱（時津）様

　　・久保工業㈱（長崎）様

〇長崎県警
察本部長と

（一社）長
崎県安全運

転管理協議

会理事長と
の連名表彰

　★　優良安全運転者　

　　・長崎県建設工業協同組合（長崎） 久保　讓治　様

　　・（有）新西海自動車学校（西海） 植田　義文　様

他4名様が受賞

　★　優良事業所

　　・株式会社しぼりや（早岐）様

　　・佐世保中央自動車学校（佐世保）様　

（ホームページ掲載）

　あおり運転が厳罰化された令和 2 年 6 月 30 日から 1 年

間に全国ではあおり運転容疑で 100 件（96 人）が検挙され

ています。
　このうち、高速道路上で相手を停車させる等罰則の重い

「著しい危険」では 29 件（29 人）が検挙されています。

　一方長崎県内でも幅寄せなどの妨害運転で 2 件が検挙

されています。

あおり運転の類型別摘発件数（ ）内は「著しい危険」

・逆走　3 件　　　　　　・急ブレーキ　24 件（8）・車間距離不保持　16 件（2） 
・急な車線変更　　20 件（6）　
・左からの追い越し　6 件（1）
・執拗なクラクション　5 件・高速上の低速走行　1 件・幅寄せ蛇行　16 件（4）・高速上の駐停車　9 件（8）となっています。

　令和 3 年度の安全運転管理者等講習は新型コロナウィ

ルス感染症対策のためこれまでの会場における対面講習

ではなく、インターネット映像配信によるオンライン講習

が実施されています。　講習は最新の交通情勢、交通事故防止対策、道路交通法

改正のポイント等が内容となっており、各事業所自らが交

通事故防止対策を実施する上で重要な講習です。

　受講後は、各事業所での安全運転管理に反映されますよ

うお願い致します。　　　　　 　　（オンライン受講風景）

　年末年始の時期は、お酒を飲む機会が増えます。

「飲酒運転は絶対にしない、させない、許さない‼」

という規範意識を高め、事業所内では飲酒運転をしない

ための検討会の開催、運転開始前の点呼及びアルコール

チェッカーによる確認など職場全体で飲酒運転の根絶に

取り組みましょう。（令和４年４月１日、道路交通法施

行規則の改正が予定されています。本改正では安全運転

管理者選任事業所での義務業務としてアルコール検知が

盛り込まれています。）

　アルコールの影響は個人差があるとはいえ、集中力や

注意力がにぶる、身体の平衡感覚が狂う、動体視力が落

ちて視界が狭くなる、判断力が鈍るなど事故の原因とな

る身体への影響があります。　飲酒運転の死亡事故率は飲酒なしの約8.1倍であり死亡

事故につながる危険度が極めて高くなっています。(令和2年警察庁資料から)

後部座席のシートベルト着用義務を知っていますか？
　長崎県内の一般道路におけるシートベルト着用率

後部座席　28.1％(全国41位)～令和2年全国調査

☆全ての座席のシートベルト着用は道路交通法で義務化

されています。☆後部座席のシートベルト非着用には大きな危険性が潜

んでいます。　・車内で全身を強打する危険性　・車外に放出される

危険性　・前席乗員に対する危害の可能性

（県内における近年の後部座席同乗中の死亡事故事例）

・令和２年３月、長崎市の市道上において乗用車が

自損事故を起こし後部座席同乗者82才が死亡

・令和３年６月、佐世保市の国道上で追突事故を起

こした車両が横転し、後部座席同乗者80才が死亡

あおり運転検挙（報道資料から）

飲酒運転の根絶‼

安全運転管理者等講習が県内で実施中
(～本年度はオンラインで実施中～ )

運転時は法令を守り、心にゆとりをもった
安全運転に心掛けましょう。

飲酒運転の危険性

後部座席のシートベルト着用徹底‼

お 知 ら せ

改正令の施行前
長さ

積載物の大きさの制限
（施行令第 22条第 3号）

積載方法の制限
（施行令第 22条第 4号）

幅
自動車の長さにその長さの10分の 1の
長さを加えたもの

自動車の幅

自動車の車体の前後から自動車の長さの
10分の1の長さを超えてはみ出さないこと

自動車の車体の左右から
はみ出さないこと

改正令の施行後
長さ 幅

自動車の長さにその長さの10分の 2の
長さを加えたもの

自動車の幅にその幅の 10 分の 2 の幅を
加えたもの

自動車の車体の前後から自動車の長さの
10分の1の長さを超えてはみ出さないこと

自動車の車体の左右から自動車の幅の
10 分の 1 の幅を超えてはみ出さないこと

左記の規定を超
えた積載をして
車両を運転する
場合には、「制限
外積載許可」が
必要となります。

改正により、一部の
制限外積載許可申請が

不要になります

警察庁・都道府県警察

変わりません！ 以下の自動車の積載に関する留意事項は変わりません。
安全運転を心がけましょう。
以下の自動車の積載に関する留意事項は変わりません。
安全運転を心がけましょう。

荷台や座席でないところ
に荷物を積んでは

いけません。

荷台や座席でないところ
に荷物を積んでは

いけません。

定められた積載の制限を
超えて、物を積んでは

いけません。

定められた積載の制限を
超えて、物を積んでは

いけません。

運転の妨げになったり、自動車
の安定が悪くなったりする

積み方をしてはいけません。

運転の妨げになったり、自動車
の安定が悪くなったりする

積み方をしてはいけません。

方向指示器、ナンバープレート、
ブレーキ灯、尾灯等が見えにくくなる

ような積み方をしてはいけません。

方向指示器、ナンバープレート、
ブレーキ灯、尾灯等が見えにくくなる

ような積み方をしてはいけません。

荷物が転落しないように、
ロープやシートを使って荷物を

確実に積まなければなりません。

荷物が転落しないように、
ロープやシートを使って荷物を

確実に積まなければなりません。

令和４年
5 月 13 日から

施行

「自動車の積載の制限の見直し」等を内容とする道路交通法施行令の一部を改正する政令により、
積載物の長さや幅等についての制限が変わりました。

「自動車の積載の制限の見直し」等を内容とする道路交通法施行令の一部を改正する政令により、
積載物の長さや幅等についての制限が変わりました。

ココは

♬

自動車の積載制限
幅
も
長
さ
も

車
両
の
　　
倍
ま
で

積
載
可
能
に
！

幅
も
長
さ
も

車
両
の
　　
倍
ま
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積
載
可
能
に
！

148 mm x 210 mm

（一社）長崎県安全運転管理協議会・長崎県警察

※自動車5台以上、または定員11名以上の車両1台以上を
　保有している事業所（自動二輪車1台は0.5台で換算）

令和4年

4月1日
から

令和4年10月1日から

さらに

安全運転管理者の
解任 命令等

違反すると…

※施行規則第9条の10第5号にあった“飲酒”に関わる内容が、新たに施行規則第9条の10第6号・第7号として、より詳細に定められることとなりました。

令和4年4月1日施行 令和4年10月1日施行
● 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に

対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を
目視等で確認すること。（道路交通法施行規則第9条の10第6号関係）

● 上記の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を
1年間保存すること。（道路交通法施行規則第9条の10第7号関係）

● 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無につい
て、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器（呼気に含まれる
アルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定める物をいう。）を用いて
確認を行うこと。（道路交通法施行規則第9条の10第6号関係）

● 上記の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアル
コール検知器を常時有効に保持すること。（道路交通法施行規則第9条の10第7号関係）

具体的に何をすればいいの？対象となるのは？Q1 Q2
アルコールチェックをしないと
どうなるの？Q3

自動車5台以上、または定員11名以上の
車両1台以上を保有している事業所です。

（自動二輪車は0.5台で換算）

定員11名以上の
自動車を1台以上使用

または

その他の自動車を
5台以上使用

（自動二輪車1台は0.5台で換算）

A A A● 運転の前後に、運転者に対して目視
およびアルコール検知器を使用して
酒気帯びの有無を確認すること

● 目視およびアルコール検知器による
確認の記録をデジタルデータや日誌
等で1年間保存すること

● 正常に機能するアルコール検知器を
常備すること

部分は10月1日から

公安委員会から自動車の使用者に対して、
報告資料の提出を求められたり、安全運転管
理者等の解任を命ぜられることがあります。
また、アルコールチェックを実施せずに運転
者が飲酒運転をした場合には、事業所の評判
が著しく低下し、万が一事故を起こした場合の
社会的な責任は計り知れません。
適切なアルコールチェックを実施し、事業所
から飲酒運転を根絶しましょう。

安全運転管理者選任事業所※での安全運転管理者選任事業所※での

安全運転管理者

アルコール検知器の
使用義務化!

一般社団法人 長崎県安全運転管理協議会・長崎県警察

一、飲酒運転は絶対にしません

一、交通ルールを守ります

一、ゆとりをもって運転します

一、安全速度を守ります

一、「だろう運転」はしません

一、歩行者を優先します

一、 運転中には携帯電話を使用しません

安 全 運 転 7 か 条


